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≪知的財産高等裁判所≫
拒絶審決取消請求事件
（殺傷犯罪防止刃物事件）

－平成27年（行ケ）第10220号、平成28年５月30日判決言渡－

事件の骨組

　本件は、特許庁が行った、査定不服審判の請求不成立（出願拒絶）審決について、相違点１に係る判
断の誤り（取消事由１）、相違点２に係る判断の誤り（同２）を争点として争われた事件である。
　本願発明は、「殺傷犯罪防止刃物」として、「通常の刃物として使え、しかも人を刺すなど凶器としては
使えない刃物を創ること」、「刃は活かしながら刃物の先端部にストッパを設け、殺傷など、凶器として
使用できないようにすること」に関するものである（特開2014－18348号公報）。
　審決において、本願発明は、引用文献１に記載された発明、引用文献２及び従来周知の技術事項に基
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